
（平成２１年４月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

国民年金関係 2 件

年金記録確認石川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



石川国民年金 事案 246   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年３月まで 

申立期間当時の国民年金保険料は、私が町内会の集金を通じて納めていた

はずである。保険料が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間について、60 歳まで国民年金

保険料をすべて納付しており、保険料の納付意識が高かったことがうかがわれ

る。 

   また、申立人が記憶している申立期間当時の国民年金保険料額は当時の保険

料額に合致しており、さらに、町内会長等の証言から、申立期間当時の申立人

が居住していた地域における保険料の納付方法等についても申立内容のとお

りであることが確認できる。 

加えて、申立人が申立人と同時期に国民年金に加入していたとする同じ町内

会の４人の国民年金保険料の納付状況をみると、申立期間の保険料を全員が納

付しており、当時の申立人に関して保険料の納付に支障を来すような周辺事情

も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 



石川国民年金 事案 247    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年３月まで 

申立期間当時の国民年金保険料は、私が町内会の集金を通じて納めていた

はずである。保険料が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間について、60 歳まで国民年金

保険料をすべて納付しており、保険料の納付意識が高かったことがうかがわれ

る。 

   また、申立人が記憶している申立期間当時の国民年金保険料額は当時の保険

料額に合致しており、さらに、町内会長等の証言から、申立期間当時の申立人

が居住していた地域における保険料の納付方法等についても申立内容のとお

りであることが確認できる。 

加えて、申立人が申立人と同時期に国民年金に加入していたとする同じ町内

会の４人の国民年金保険料の納付状況をみると、申立期間の保険料を全員が納

付しており、当時の申立人に関して保険料の納付に支障を来すような周辺事情

も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 



石川国民年金 事案 248   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年３月から 44年 10月までの期間、45

年１月から同年４月までの期間、45 年７月及び同年８月の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年３月から 47年６月まで 

申立期間の国民年金保険料については還付されたこととなっているが、私

自身は還付を受けた記憶は全く無いため、申立期間を国民年金保険料の納付

済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持している国民年金手帳により、申立期間に係る国民年金保険料

が納付されていることが確認できる。一方、社会保険事務所が保管する申立人

に係る特殊台帳の備考欄には、還付対象期間、還付金額及び整理番号が記載さ

れており、申立期間に係る国民年金保険料は還付されたこととなっている。 

しかし、申立期間において申立人が厚生年金保険被保険者であったのは昭和

44年 11月、同年 12 月、45年５月、同年６月及び 45年９月から 47年６月ま

での期間であり、申立期間すべての国民年金保険料を還付する合理的な理由は

見当たらない。 

また、還付されたこととなっている申立期間の一部について、申立人は国民

年金の強制被保険者であったにもかかわらず、国民年金手帳記号番号が取り消

されているという不適切な事務処理も行われていることが認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 41 年３月から 44 年 10 月までの期間、45 年１月から同年４月までの期間、

45年７月及び同年８月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

石川厚生年金 事案 167 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社Ｄ

本部。）における資格取得日に係る記録を昭和 49 年４月 21 日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を９万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 49 年４月 21 日から同年５月 21 日まで 

私は、Ｃ社に継続して勤務していた。申立期間の加入記録が無いこと

に納得できないので、申立期間について厚生年金保険被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社が保有する人事記録、申立人の雇用保険の加入記録及び同僚の供述

から判断すると、申立人がＣ社に継続して勤務し（昭和 49 年４月 21 日に

同社本社からＡ社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の昭和 49

年５月の記録から９万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務

所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



                      

  

石川厚生年金 事案 168 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社Ｃ本部。）

における資格取得日に係る記録を昭和 37 年 10 月 21 日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を１万 4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37 年 10 月 21 日から同年 11 月１日まで 

私は、Ｂ社に継続して勤務していた。申立期間の加入記録が無いこと

に納得できないので、申立期間について厚生年金保険被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保有する人事記録及び申立人の雇用保険の加入記録から判断す

ると、申立人がＢ社に継続して勤務し（昭和 37 年 10 月 21 日に同社本社

からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の昭和 37

年 11 月の記録から１万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務

所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



                      

  

石川厚生年金 事案 169 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）にお

ける資格喪失日に係る記録を昭和 45 年８月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を５万 2,000 円とすることが必要である。 

 また、申立人は、申立期間②のうち、昭和 46 年２月 21 日から同年３月

21 日までの厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＣ社（現在は、Ｂ社。）における資格取得

日に係る記録を同年２月 21 日に、資格喪失日に係る記録を同年３月 21 日

とし、当該期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

 さらに、申立期間②のうち、昭和 46 年２月 20 日から同年２月 21 日まで

については、申立人のＤ社（現在は、Ｂ社。）における資格喪失日は同年２

月 21 日と認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者の喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、申立期間①は履行していない、申立期間②のうち昭和

46年２月 21日から同年３月 21日までの期間は明らかでないと認められる。

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： ①昭和 45 年７月 21 日から同年８月１日まで 

          ②昭和 46 年２月 20 日から同年３月 21 日まで 

    私は、昭和 43 年１月にＡ社に入社後、Ｅ市にＤ社を新規設立するため

に出向し、勤務は継続しているにもかかわらず、厚生年金保険被保険者

期間に空白期間があることを知った（申立期間①）。 

    また、Ｄ社からＦ市にあったＣ社に引き続き出向となり、勤務は継続

しているにもかかわらず、被保険者期間に空白期間があった（申立期間

②）。 

申立期間①、②について厚生年金保険料は給与から控除されていたは

ずであり、当該期間について、厚生年金保険の被保険者であったと認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ｂ社が保有している申立人に係る人事記録及びＤ社での申立人の同僚

の供述等から判断すると、申立人はＡ社から関連会社のＤ社に出向とな

り、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され



                      

  

ていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金被保険者記録、戸籍の附票、Ｄ社に係る

商業登記簿謄本、同僚の厚生年金保険被保険者記録等から、同社が昭和

44 年 11 月１日にＧ市から移転登記されてから、しばらくの間は従業員

が少なかったため、厚生年金保険の適用事業所とはならず、同社に勤務

していた者は、Ａ社において厚生年金保険被保険者として資格取得をし

ていることが分かる。 

しかし、Ｄ社が昭和 45 年８月１日に厚生年金保険の適用事業所となる

際に、申立人はＡ社において同年７月 21 日に厚生年金保険の資格を喪失

したことから申立期間①の空白期間が生じたものと認められる。これら

のことから申立人は、申立期間①についてはＡ社での被保険者であると

推認することができることから、申立人の同社における資格喪失日を昭

和 45 年８月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 45 年７月の社会保

険事務所の保管する健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から５万

2,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、申立人及

び複数の同僚のほとんどが、Ａ社において昭和 45 年７月 21 日に資格を

喪失し、同年８月１日にＤ社で資格を取得しているという記録から、当

該社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年７月分の保険料について納入の告知

を行っておらず（その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②のうち、昭和 46 年２月 21 日から同年３月 21 日までについ

ては、Ｂ社が保有している申立人に係る人事記録及びＤ社での申立人の

同僚の供述等から判断すると、申立人はＤ社からＣ社に引き続き勤務し、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

なお、社会保険事務所の記録から申立人がＣ社に異動した後の昭和 46

年３月 21 日に同社は厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、同

社に勤務していた従業員はＨ社において同日に厚生年金保険の資格取得

をしており、申立人も同様に資格取得していることが確認できる。 

また、申立期間②のうち、昭和 46 年２月 21 日から同年３月 21 日まで

の標準報酬月額については、社会保険事務所が保管する同年３月の申立

人に係る記録、及び申立人と同様の職務内容であった同僚の記録から、

６万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、ほかに確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を

社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関



                      

  

連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間②のうち、昭和 46 年２月 20 日から同年２月 21 日まで

については、社会保険事務所が保管するＤ社の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿を確認すると、申立人の厚生年金保険の資格喪失日が同年２

月 21 日と記録されているにも関わらず、オンライン記録では同年２月

20 日となっていることから、事務処理において入力誤りがあったことが

確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＤ社に係る資格喪失日は昭和

46 年２月 21 日であると認められる。 

 

 

 



石川国民年金 事案 249 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年８月から 46年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏     名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住     所 ：  

 

  ２ 申立の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年８月から 46年６月まで 

申立期間については、母が国民年金の加入手続を行い、町内会集金を通じ

て国民年金保険料を納付してくれたはずである。保険料が未納となっている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る国民年金保険料が納付されていたことをうかがわ

せる関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立人は、申立人の母が申立人の国民年金への加入手続を行い、保

険料を納付していたはずであるとしているが、母は既に亡くなっており、申

立人は保険料の納付等に関与していないため、当時の状況は不明である。 

さらに、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人

の国民年金手帳記号番号は昭和 47 年 10 月ごろに払い出され、20 歳となった

37 年８月にさかのぼって被保険者資格を取得しており、申立期間において申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらないことか

ら、払出時点で 47年３月以前の国民年金保険料は過年度の保険料となり、町

内会の集金を通じて納付はできない。 

加えて、社会保険事務所の国民年金被保険者台帳によれば、昭和 46年７月

から 47年３月までの保険料が過年度納付されており、当該納付に係る社会保

険事務所から社会保険庁への納付月数の進達が 48年 10月に行われている上、

社会保険事務所では毎年７月から８月ごろにかけて定期的に過年度納付書を

発行していたことから、当該納付は 48年の同時期に発行された過年度納付書

により納付されたものと推測され、当該納付書が発行された時点で 46年６月

以前の保険料は時効により納付できない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



石川国民年金 事案 250 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年４月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 51年３月まで 

    私は、昭和 50 年ごろに市役所から国民年金の加入案内があったので、市

役所で加入手続をした。その際に国民年金保険料については、２年間しかさ

かのぼって納付することができないと説明を受けた。申立期間の国民年金保

険料については、両親が納付していたはずであり、申立期間が未納となって

いることは納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の申立期間に係る国民年金保険料が納付されていたことをうかがわ

せる関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立人は、申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していた

はずであるとしているが、両親は既に死亡しており、当時の状況は不明である。  

 さらに、申立人は、昭和 50 年ごろに市役所で国民年金の加入手続をしたと

しているが、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人

の国民年金手帳記号番号は 53 年７月に払い出されている上、市役所の国民年

金被保険者名簿によれば、申立人の昭和 51年度の保険料は 53年７月に過年度

保険料として２年間さかのぼって納付されている。 

加えて、申立期間において、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡は無いことなどから、申立人の国民年金への加入手続は昭和 53 年７

月ごろに行われたと考えられ、申立人の申立期間に係る保険料は、加入手続時

点で特例納付によるほかは時効の到来により納付することはできなかった。こ

れについては、申立人は国民年金に加入後、２年分の保険料をさかのぼって納

付したという記憶であることを踏まえると、特例納付により、申立期間の保険

料を納付した状況はうかがわれず、53 年７月の時点で過年度保険料として納

付可能であった約２年間（昭和 51 年４月以降）の保険料を納付したと考える

のが自然である。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 


